
船舶インシデント調査報告書 

令和６年１１月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリー過放電） 

発生日時 令和５年８月２９日 １１時００分ごろ 

発生場所 新潟県上越市直江津港西北西方沖 

 直江津港沖防波堤北灯台から真方位２８６°３.１海里付近 

 （概位 北緯３７°１４.５′ 東経１３８°１２.８′） 

インシデントの概要  プレジャーボートT
ティ

. F
エフ
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は、漂泊中、船外機を始動することがで

きなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和６年１月１０日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート T.F.C、１.７トン（長さ５.７１ｍ） 

 ２８０－４２３６４新潟、個人所有 

 ガソリン機関（１基）、船外機、４サイクル、出力６６.２kＷ、回

転数毎分５,５００、４気筒、ボア７９mm、使用燃料ガソリン、機

関製造年月日不詳、平成２０年３月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、上越市所在の

マリーナを出港して直江津港西北西方沖の釣り場に到着し、船外機を

停止して漂泊した状態で、魚群探知機を使用しながら釣りを始めた。 

 本船は、４～５回釣り場の移動を行い、船長が、その都度船外機の

始動及び停止を繰り返した後、釣りを終えて帰港しようとしたとこ

ろ、バッテリーが過放電してセルモーターが回らず、船外機を始動す

ることができなくなり、携帯電話で海上保安庁に本インシデントの発

生を通報した。 

本船は、来援した海上保安庁の巡視艇にえい
．．

航されて直江津港に帰

港した。 

船長は、本船のバッテリーを令和５年３月ごろに購入したが、本イ

ンシデント発生まで、バッテリーの充電を行ったことがなく、本イン

シデント当日もバッテリーの充電量を気にしていなかった。 

本船には、予備のバッテリー及びジャンプスターターが搭載されて

いなかった。 

分析 本船は、船外機を停止して漂泊中、船長が、ふだんからバッテリー

の充電量を確認していなかったことから、バッテリーが過放電とな



り、セルモーターが回らず船外機を始動することができなくなって運

航不能となったものと考えられる。 

本船のバッテリーは、船長が、購入以降、充電したことがなく、本

インシデント当時、船外機の始動及び停止が繰り返されたことから、

充電量が少なくなり過放電の状態となったものと考えられる。 

原因 

 

 本インシデントは、本船が、船外機を停止して漂泊中、船長が、ふ

だんからバッテリーの充電量を確認していなかったため、セルモー

ターが回らず船外機を始動することができなくなったことにより発生

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、出航前にバッテリーの充電量を確認し、充電

量が低下しているときは、交換や充電を行っておくとともに、ふ

だんから予備のバッテリー及びジャンプスターターを搭載してお

くこと。 

 


